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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年10月5日(2012.10.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持層と選択層を含む同時押出材から構成されることを特徴とする支持された中空繊維
膜。
【請求項２】
　選択層が尿素選択性であること、又は、選択層が尿素選択性であり且つ選択層の厚みが
１００ｎｍ～５μｍであることを特徴とする請求項１に記載の中空繊維膜。
【請求項３】
　選択層がエステル化セルロースから構成されていること、又は、選択層がアセチルセル
ロースから構成されていることを特徴とする請求項２に記載の中空繊維膜。
【請求項４】
　アセチルセルロースのアシル化度が０．５～３であることを特徴とする請求項３に記載
の中空繊維膜。
【請求項５】
　選択層が一日当り１０～８０ｇ／ｍ2の尿素透過性を有すること、又は、選択層が一日
当り１０～８０ｇ／ｍ2の尿素透過性を有し且つ無細孔であることを特徴とする請求項４
に記載の中空繊維膜。
【請求項６】
　支持層の材料がポリビニールピロリドン（ＰＶＰ），ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）
，ポリエーテルイミド（ＰＥＩ），ポリアミド（ＰＡ），ポリカーボネート（ＰＣ），ポ
リスチレン（ＰＳ），ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ），フッ化ビニリデン（ＰＶ
ＤＦ），ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ），ポリイミド（ＰＩ），ポリスルホン（ＰＳＵ
）、及び／又は、ポリウレタン（ＰＵ）、及びこれらの混合物から選択されることを特徴
とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の中空繊維膜。
【請求項７】
　支持層の厚みが２０～５０μｍ、好ましくは３０～４０μｍであることを特徴とする請
求項６に記載の中空繊維膜。
【請求項８】
　中空繊維膜は、内径が２０μｍ～１ｍｍであること、又は、内径が２０μｍ～１ｍｍで
あり且つ全壁厚みが２０～１００μｍであることを特徴とする請求項７に記載の中空繊維
膜。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の中空繊維膜を製造する方法であって、以下の工程
、
　ａ）２つの紡績剤溶液Ａ及びＢを提供する工程、ここで、溶液Ａがエステル化セルロー
スの溶液であり、溶液Ｂがポリビニールピロリドン（ＰＶＰ）、ポリエーテルスルホン（
ＰＥＳ）、ポリエチレンイミド（ＰＥＩ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、フッ化ビニリデ
ン（ＰＶＤＦ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリスルホン
（ＰＳＵ）、及び／又は、ポリウレタン（ＰＵ）、及びこれらの混合物を含む群から選択
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されるポリマーを含む溶液であり、
ｂ）凝結槽の温度を４０～９５℃に設定する工程、
ｃ）中空繊維紡糸口金によって、内部凝結剤と溶液Ａ及びＢとを接触させる工程、
ｄ）溶液Ａ及びＢ中で溶解した物質から構成される押出材を凝固させ、凝結させる工程、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　紡績剤溶液Ａの粘度が１００００～１７０００ｍＰａ・ｓであること、又は、紡績剤溶
液Ａの粘度が１００００～１７０００ｍＰａ・ｓであり且つ紡績剤溶液Ａが２５～４０ｗ
ｔ％のセルロースジアセテートをジメチルアセトアミド中に含んでいることを特徴とする
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　紡績剤溶液Ａの粘度が７０００～１３０００ｍＰａ・ｓであることを特徴とする請求項
９に記載の方法。
【請求項１２】
　紡績剤溶液Ｂが１５～３５％のポリスルホン、４～８％のポリビニールピロリドンを、
ジメチルアセトアミドの他に含んでいることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　凝結剤として水を使用することを特徴とする請求項９乃至１２の何れか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　紡績速度が２００～４００ｍｍ／ｓであること、又は、紡績速度が２００～４００ｍｍ
／ｓであり且つ紡績ブロックの温度を５～９０℃に設定することを特徴とする請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項９乃至１４の何れか１項に記載の方法によって製造されることを特徴とする中空
繊維膜。
【請求項１６】
　請求項１乃至８及び１５の何れか１項に記載された中空繊維膜を複数用いて構成されて
いることを特徴とする膜フィルタ。
【請求項１７】
　ナノ濾過及び限外濾過における分離プロセスのために請求項１６に記載の膜フィルタを
使用することを特徴とする膜フィルタの使用。
【請求項１８】
　透析処置のために膜フィルタを使用すること、又は、透析処置のために膜フィルタを使
用し且つ使用済みの透析物質を再生するために膜フィルタを使用することを特徴とする請
求項１７に記載の膜フィルタの使用。
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